
宗教法人格の不正利用対策に係る検討会議（第１回） 

議事次第 

１ 日 時  令和８年４月２７日（月）１５：００～１７：００ 

２ 場 所  文部科学省「第一講堂」（東館３階）及びオンライン 

３ 議 題 

（１）宗教法人格の不正利用対策に係る検討会議の開催及び運営について

（２）これまでの取組状況について

（３）主な検討事項について

（４）委員間の意見交換

（５）その他

４ 資 料 

資料１  宗教法人格の不正利用対策に係る検討会議開催要項 

資料２  宗教法人格の不正利用対策に係る検討会議運営細則 

資料３  文化庁説明資料（宗教法人格の不正利用について） 

資料４  財務省説明資料（FATF（金融活動作業部会）とマネー・ローンダリ

ング、テロ資金供与、拡散金融対策）

資料５  福岡県説明資料（不活動宗教法人対策について） 

資料６  日本宗教連盟の説明資料 

資料７  宗教法人格の不正利用対策に係る主な検討事項（案） 
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「宗教法人格の不正利用対策に係る検討会議」開催要項 

令和８年４月１ 日  

文 化 庁 次 長 決 定 

１．趣旨・目的 

文化庁においては、これまで、いわゆる不活動宗教法人について、各都道

府県と連携して整理・対策の加速化を進めてきたところであるが、近年、不

活動状態か否かに関わらず、宗教活動を目的としない第三者が、金銭等の利

益を与えることにより宗教法人の代表役員の地位等を得る行為（宗教法人の

売買に類似した行為）を通じて宗教法人格を不正に取得し、脱税やマネー・

ローンダリング等の違法行為に悪用する等のおそれがあることが指摘されて

いる。 

宗教法人制度は、憲法の規定する信教の自由を保障するため、各宗教法人

の自主的・自律的運営に委ねることを基本とし、必要最小限の規正とする仕

組みとなっているが、引き続き、同制度が社会からの信頼を得るためにも、

宗教法人の法人格が不正に取得され、脱税やマネー・ローンダリング等の違

法行為に悪用されることがないよう、法人格の不正利用に関する対策の策定

等に向けた検討を行うことを目的として、「宗教法人格の不正利用対策に係

る検討会議」（以下「検討会議」という。）を開催する。 

２．検討事項 

（１）法人格の不正利用の実態把握に関する事項

（２）法人格の不正利用の対策に関する事項

（３）法人格の不正利用に係る効果的な普及啓発活動に関する事項

（４）その他必要な事項

３．実施方法 

（１）検討会議は、文化庁次長が開催・主催する。

（２）検討会議の構成員は、別紙のとおりとする。ただし、必要に応じて、

別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことができ

るものとする。 

（３）検討会議は、非公開で開催し、会議の議事は、議事要旨で公開する。

資料１

長方形
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４．実施期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

５．その他 

（１）検討会議の庶務は、文化庁宗務課において処理する。

（２）本要項に定めるもののほか、検討会議の運営に際し必要な事項がある

場合には、文化庁次長が別に定める。 



別紙

「宗教法人格の不正利用対策に係る検討会議」委員名簿 

小林 万里子 文化庁次長 

梶山 正司 文化庁審議官  

前田 幸宣 文化庁宗務課長 

坂本 隆哉     北海道総務部長 

國分  守 福島県総務部長 

井上 直 東京都生活文化局都民生活部長 

越中 隆広 新潟県総務部長 

金山 敏和 愛知県県民文化局長 

嶋津  誉子 京都府文化生活部長 

松阪 博文 大阪府府民文化部長 

兼田 みゆき 広島県環境県民局長 

東 宣行 福岡県総務部長 

日谷 照應 公益財団法人日本宗教連盟理事長、公益財団法人全日

本仏教会理事長 

宍野 史生 公益財団法人日本宗教連盟理事、教派神道連合会理事長 

本山 一博 公益財団法人日本宗教連盟監事、公益財団法人新日本

宗教団体連合会理事 

佐藤 拓磨 慶應義塾大学法学部教授 

村上 興匡 大正大学名誉教授 

西出 勇志 一般社団法人共同通信社編集委員兼論説委員 

（関係行政機関） 

奥  愛 財務省国際局調査課資金移転対策室長 

田中 普 法務省民事局商事課長 

秦  幹雄 国税庁法人課税課長 

高野 磨央 警察庁組織犯罪対策第一課犯罪収益対策室長 



「宗教法人格の不正利用対策に係る検討会議」運営細則 

令和８年４月２３日 

文 化 庁 次 長 決 定 

「宗教法人格の不正利用対策に係る検討会議」開催要項５．（２）に基づき、 「宗教

法人格の不正利用対策に係る検討会議」 （以下単に「会議」という。）の運営に関し必

要な事項を次のとおり定める。 

１ 委員が病気その他の事情により招集に応ずることができないときは、あらかじ

めその旨を主催者である文化庁次長（第３項の規定により文化庁宗務課長がその

職務を代理する場合にあっては、文化庁宗務課長。）（以下「主催者」という。）に

届けなければならない。ただし、主催者が認めるときは、委員の申出により、当該

委員の代理者（以下単に「代理者」という。）を出席させることができる。 

２ 主催者は、会議を主催し、あらかじめ主催者が指名する者が議事を整理する。 

３ 文化庁次長に事故があるときは、文化庁宗務課長がその職務を代理する。 

４ 会議は、総委員の五分の三の出席する委員（代理者を含む。以下同じ。）がいな

ければ、議事を開き、議決することができない。 

５ 会議の議事は、出席する委員の過半数で決し、可否同数のときは、主催者の決す

るところによる。 

６ 委員及び関係行政機関の出席者（以下「委員等」という。）は、発言しようとす

るときは、主催者の許可を受けなければならない。 

７ 会議は非公開で開催し、議事要旨には、開催日時、場所、出席する委員等、会議

の概要を記載するものとし、当該議事要旨はいずれの委員等の発言かを記載しな

いものとする。 

８ 委員等の発言にかかわらず、議事要旨中、個人名、法人名は匿名化して記載する

ものとする。 

９ 議事要旨は文化庁宗務課において作成し、出席する委員等の確認を得た後、速

やかに公開するものとする。 

１０ 会議の資料は、個人名、法人名を匿名化した上で、原則として公開するものと

する。ただし、検討中の報告書の原案等、会議において非公開とすることが適当で

あると認めるものについては、非公開とする。 

１１ 委員等は、会議の委員等として知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の

任期の終了後も同様とする。 

１２ 会議に関する事務は、文化庁宗務課において処理する。 

資料２

長方形



宗教法人格の不正利用について

宗教法人格の不正利用対策に係る検討会議（第１回）

令和８年４月２７日

説 明 資 料

資料３

長方形



宗教法人とは
《宗教法人とは》
宗教法人法に定義する「宗教団体」であって、宗教法人法に基づき、所轄庁（都道府県知事又は文部科学大臣）
の認証を受けて法人格を取得したもの（宗教法人法（以下「法」という。）第4条）
※宗教団体
宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体（法第2条）

《法の概要》
法は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務
及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする（法第1条第1項）
法は、憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならないとし（法第1条第2項）
憲法の定める信教の自由と政教分離の原則の理念の下に、所轄庁は宗教団体の宗教上の事項について、いかなる
形においても関与することが禁止され、一般的な監督命令権、調査権を有しておらず、認証制を採用している。

所轄庁 包括宗教法人 単位宗教法人 合計

被包括宗教法人 単立宗教法人

文部科学大臣 363 307 500 1,170

都道府県知事 24 170,429 6,914 177,367

合計 387 170,736 7,414 178,537

《宗教法人の種類》
包括宗教法人：宗派、教派、教団等、単位宗教法人を傘下に持つ法人。
単位宗教法人：神社、寺院、教会等、礼拝施設を備える法人。うち、包括宗教法人（団体）の傘下にある場合は

被包括宗教法人、傘下にない場合は単立宗教法人という。
《宗教法人数》
※複数の都道府県内に境内建物を備える宗教法人の所轄庁は文部科学大臣、同一都道府県内なら都道府県知事

（令和６年12月31日現在「宗教年鑑 令和7年版」より） 1
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所轄庁の権限を最小限のものに限定
・宗教的事項への関与の禁止 ・一般的な監督命令権、調査権を有しない ・認証制の採用
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宗 教 法 人

宗教法人法（昭和２６年制定・平成７年改正）

宗 教 法 人 審 議 会
文部科学大臣の諮問機関として、文部科学省に設置
宗教家や学識者により構成
宗教法人法によってその権限に属せられた事項について処理
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○ 法令・規則等に基づいた、自主的・自律的な管理運営が基本
○ 宗教活動のほか、公益事業及び法人税法第2条第13号所定の収益事業（駐車場業や不動産貸付業など

34種類の指定された事業）を行うことができる

信教の自由の保障 政教分離原則



宗教法人に係る税制
【国税】
・法人税法上、宗教法人は公益法人等に該当し、法人税法２条13号所定の収益事業を行う場合に限って、法人税の
納税義務を負うこととされる一方、宗教活動によって献納される喜捨金などを収入する行為は、その収益事業に
当たらず、非課税となる。また、利子、配当等の所得税や、宗教法人が専ら自己又は被包括宗教法人の宗教の用
に供する境内建物の所有権の取得登記又は境内地の権利の取得登記に係る登録免許税等も非課税となる。

（財務省HPより）
【地方税】
・宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地に係る固定資産税、不動産取得税、都市計画税
・収益事業に係るものを除く住民税、事業税、事業所税
等については非課税となる。 3



宗教法人の代表役員
【定義】
○宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。（法第18条第1項）
○代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。（法第18条第3項）

【欠格条項】
○次のいずれかに該当する者は、代表役員や責任役員になることができない。（法第22条）
・未成年者
・心身の故障によりその職務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが
できない者

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

【主な職務権限】
○代表役員には、以下のような職務権限がある。

①対外的な代表権を有すること
②責任役員会を招集し、法人事務について諮り、その決定に従うこと
③法人財産の管理
④備付け書類・帳簿等の作成、保管
⑤財産処分等の公告
⑥規則変更等の申請 等

【代表役員の変更手続】
○代表役員を変更する際には、以下のような手続を踏む必要がある。

①宗教法人の規則に定める手続に従って、新たな代表役員を選任する。
②管轄の法務局に対し、代表役員変更登記申請を行う。（法第52条第2項及び第53条）
※申請書とともに、添付書面として、選任を証する書面（議事録等）、就任承諾書、法人規則等も提出。

③法務局での登記完了後、所轄庁に対して、登記事項変更届出を提出する。（法第9条）
⇒代表役員の変更に当たっては、所轄庁による事前の認証は不要。

4



宗教法人の財産処分
○ 宗教法人（包括宗教法人を除く。）は、不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分（※）する場合には、法人の
規則で定める手続のほかに、その行為の少なくとも１月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨
を示してその旨を公告しなければならない。（法第23条）
※処分に該当する例…売却、譲渡、賃貸借 等

【手続の流れ】
宗教法人の規則に定める手続（責任役員会の議決等）

【行為の無効】
○ 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、公告をせずに処分した

場合、その行為は無効となる。ただし、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもって対抗すること
ができない。（法第24条）

処分しようとする物件、価格、相手先、処分の目的、処分の方法、年月日等、当該行為をしようとする旨を
信者その他の利害関係人に対して公告する。なお、意見の申し出等のため、少なくとも１月前に行うことが
必要。おって、公告の方法は宗教法人の規則で定める必要があり、登記事項にもなっている。

不動産の売却等により所有権が移転した場合は、
法務局において所有権移転登記を行う。
（所轄庁は売却等の手続に関与しない。）

反対意見がなければ財産処分 反対意見があれば責任役員会で再検討

法的には提出された意見の取扱いについて規定は
ないが、その意見を考慮し、その行為を慎重なら
しめるのが公告制度の趣旨と解される。

公 告

5



《一般的な残余財産の処分の流れ》
○残余財産の処分は、裁判所の監督の下で、清算人が行う。（法第49条の2第1項及び第2項並びに第51条第1項）
○清算に係る当面の費用については、当事者等（申立人等）が予納することとなる。（民事訴訟費用法第12条第1項）
○清算法人の債務の弁済が終了して、なお財産が余れば、そこから回収することとなる。
《処分の例》
✓境内建物や祭具は、売却、譲渡、撤去等により処分。墳墓（墓地）は、別の宗教法人や自治体等へ引き渡す。
✓どうしても引き取り手が見つからない残余財産については、最終的に国庫に帰属することとなる。
・境内建物 ：原則、解体・撤去して更地にする必要がある。
・祭具や墳墓：民法第897条第1項の規定により、「系譜、祭具及び墳墓の所有権」は残余財産とならず、宗教的性質を

有したままの財産は国庫帰属しないため、読経などにより、仏壇や墓石を一般の物体に戻す、いわゆる
「魂抜き」と呼ばれる儀式をすることによって、宗教的性質を失わせてから、国庫に帰属させることと
なる。
また、墳墓については、墓石、墓牌の所在する土地の地目を通常の管理・処分が可能な地目
（「宅地」や「雑種地」等）へ変更登記するなどの対応も必要になる。

解散した宗教法人の残余財産の処分について
【残余財産の処分について】
○解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところ
による。（法第50条第1項）

○規則に財産処分に関する定めがないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
（同条第2項）

○前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。（同条第3項）

✓確実な清算のため、解散命令請求を行うに際しては、清算人候補者、財務局及び自治体等との事前の調整が重要になる
ところ、財産の処分に係る費用（土地の測量費、建物の解体費等）を誰が負担するのか、また、国庫に帰属させた後に
どうやって財産を管理していくのかといった様々な課題があることから、実際には、調整が難航することも多い。

✓そのため、所轄庁においては、残余財産が存在せず、関係者間での調整が不要な法人への解散命令請求が優先され、
調査が難航する法人については、解散命令請求が後回しになってしまっている状況が発生している。

6



不活動宗教法人の概要及び現況

7

《不活動宗教法人とは》
○ 宗教法人として設立されながら、代表役員の不存在や礼拝施設の滅失等の理由により、

事実上、宗教活動を停止しており、法人格のみ存在している状況に陥っているもの。

《不活動宗教法人数の推移》令和６年12月31日現在 全宗教法人（178,537法人）の
約3％に相当

■「宗務行政の適正な遂行について（通知）」（R5.3.31）において、
新たに「不活動宗教法人の判断に関する基準」を定めたことで、

「所轄庁の督促にもかかわらず事務所備付け書類の写しが、連続して提出
されなかったとき」など、不活動宗教法人の判断基準が明確化されたこと、
また、令和５年度から始まった不活動宗教法人対策推進事業（補助金）
を活用した把握・整理が進んだことにより、不活動宗教法人数が増加。

増加要因

※文化庁 「不活動宗教法人の状況等に関する調査（令和6年）」をもとに作成。



不活動宗教法人の概要及び現況

8

《不活動宗教法人の内訳》
○ 令和６年末時点で、全国に5,019法人ある不活動宗教法人のうち、約９割が被包括宗教

法人となっており、不活動宗教法人対策には包括団体との連携も重要。

被包括宗教法人
4,494法人（約89.5％）

単立宗教法人
521法人（約10.4％）

包括宗教法人
4法人（約0.1％）

神道系
1,812法人
（約36.1％）

仏教系
2,996法人
（約59.6％）

キリスト教系
58法人（約1.2％）

諸教
153法人（約3.0％）

法人種別 系統別

※文化庁調べ



FATFの概要

FATF（ファトフ）︓Financial Action Task Force（金融活動作業部会）

〈2021年8月（FATF第4次相互審査）での評価〉
 宗教法人を含む非営利団体（NPO）について、「テロ資金供与のリスクを軽減するための適切な措置を
 講じていない」
〈2024年10月（FATF第4次相互審査第3回フォローアップ報告書）での評価〉
 宗教法人を含む非営利団体（NPO）について、リスクに基づくモニタリング状況等は改善されているものの、
 依然として十分ではなく、特に宗教法人については、活動しているかどうかだけでしかモニタリングできていない。

FATFの相互審査等における宗教法人に対する評価

○文化庁において相対的に悪用リスクが高いものとして、不活動宗教法人のモニタリングや不活動宗教法人
対策を実施

○財務省が作成した宗教法人を含む日本の非営利団体がテロ資金供与に悪用されることへの対策を促す
広報用リーフレットを周知

     など

文化庁における宗教法人への対応

⃝ マネロン・テロ資金供与・拡散金融 対策のための国際基準の策定・履行を担う多国間
の枠組みであり、加盟国間で相互審査を実施。

⃝ 日本は2021年に行われた第4次相互審査の結果、重点フォローアップ国とされた。
⃝ FATFの審査結果は、国際的な金融取引や海外投資の円滑さに影響し、結果次第では、

金融取引やビジネスに影響が出る可能性もあり、2028年に予定されている第5次相互審
査に向けて、実効性向上のための対策が引き続き求められている。

（注）大量破壊兵器の開発、保有、輸出等に対する資金供与

（注）

マネロン・テロ資金供与への対策（FATF）

9



マネロン・テロ資金供与への対策（FATF）
○非営利団体向けテロ資金供与対策広報用リーフレット（財務省作成）

https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93955602.html

13
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国会における問題提起

《衆・予算委における国会審議と総理の発言》令和５年２月１日
○渡辺委員

現行の宗教法人法での対処には先ほども申したように信教の自由の観点から課題と限界があるというの
は分かっています。けれども、……文部科学白書には宗教法人制度全体への社会的信用を損なうことにな
るという危惧が示されています。
私はぜひ総理にうかがいたいんですが、誠実に宗教活動に取り組んでいる方々や宗教法人への対処まで

厳しくするべきだと言ってるわけでは全くありません。……不活動宗教法人と指定した団体が入り口とな
るリスクが高いわけでありますから、どのような実態があるのか 関係省庁が協力して実態把握には少なく
とも取り組むということにもしっかり総理の指示の下行うべきじゃないかというふうに思います。……だ
からこそ、……このような正直者が馬鹿を見る真面目に宗教活動してる方々までが信頼を失いかねないよ
うな事態を放置してはいけないというふうに思いますが総理の見解を伺います。

○岸田総理
……まず本来徴収すべき書類の徴収を徹底しないことによって、不活動宗教法人を放置することにつな

がり、そして第三者によって法人格が不正に取得され脱税や営利行為等に悪用される、こうした可能性が
広がるというようなことは、まずあってはならないことだと思います。この実態把握の部分についても、
これしっかりと徹底しなければならないと思いますし、そしてその把握をした上でこの不活動宗教法人と
認められた者については合併、任意解散、あるいは解散命令請求によって速やかに整理が進められるべき
ものであると思います……、実態把握の部分と、またこの実際にこの整理されている状況、……充分なの
かという、このことは強い問題意識として持たなければなりません。
しかしそのためにもまずは法律、充分に活用されているのか、適用されているのか、これをしっかりと

今一度点検した上で、法律の適用に、文化庁においては全力で取り組むよう、私の方からもしっかりと指
示をしたいと思います。

《不活動宗教法人対策に関する国会での議論》
○ 不活動宗教法人を放置することで、悪影響が生じることのないよう、宗教法人法の適用に
全力で取り組むよう総理から御指示。

11 



１．事務所備付け書類の提出の徹底について要請
・宗教法人法第25条第４項に基づき、宗教法人は、事務所備付け書類を毎年度所轄庁に
提出する義務がある。法に基づき、書類の提出がなされない法人には督促を徹底する。

・督促を行ってもなお事務所備付け書類が提出されない法人に対しては、法に基づき、
確実に過料の手続を実施する（不活動が疑われる法人は２．によって対応）。

２．不活動宗教法人の確実な把握・整理の加速化を要請
・文化庁において明確化した「不活動宗教法人の判断に関する基準※」に基づき、不活動
宗教法人に当たるものを迅速に判断し、事実関係を確認の上、すみやかに整理を進める。

※連絡先不明で所轄庁として活動を把握できないもの、事務所備付け書類を連続して提出しないもの 等

・不活動宗教法人として判断したものについて、宗教法人法に定める解散命令事由に当たる
と認められた場合には、原則として、解散命令請求の手続を進める。
合併や任意解散を検討していたなど、個別事情のある場合は、別途適切に対応する。

・不活動宗教法人の具体的な整理の手順については、別途、文化庁で手引きを定める。

宗務行政の適正な遂行について（概要）－令和５年３月３１日 文化庁宗務課長通知－

※これらの取組を適正に行うため、各都道府県における体制整備の配慮や、文化庁が行う支援
事業（不活動宗教法人対策推進事業）の活用を同時に要請。

○ 国会審議も踏まえ、主に以下の事項を各都道府県の宗教法人担当課宛てに要請。
・ 事務所備付け書類の提出督促や、未提出時の過料手続の確実な実施を徹底すること
・ 不活動宗教法人の把握及びその対応を、これまで以上に迅速に行うこと

12 

不活動宗教法人の把握・整理



不活動宗教法人対策推進事業（令和５年度～）

【目 的】 都道府県（所轄庁）等が実施する不活動宗教法人対策のために必要な経費（会計年度任
用職員の雇用経費、現地調査の旅費、解散命令申立てに係る経費等）を支援することで、
不活動宗教法人の整理・対策の加速化を図る。

【補 助 率】 原則、補助対象経費の65％
【支 援 内 容】 ①不活動宗教法人に関する実態調査

②不活動宗教法人対策のための方策策定
③対策実施（活動再開、吸収合併、任意解散、解散命令請求等の実施）
④不活動宗教法人対策に関する情報発信・広報 等

宗教法人として設立されながら、宗教活動を停止している不活動宗教法人について、これを放置した
場合、第三者により法人格が不正に取得され、脱税やマネー・ローンダリング等の違法行為に悪用され
る等の問題につながるおそれがあることから、所轄庁として不活動宗教法人の実態を把握し、速やかに
整理を進めるとともに、それぞれの実情・状況に応じた対策を早急に講じていく必要がある。

都道府県

不活動宗教法人対策推進事業

補助金交付

実績報告

《実績例》解散命令請求件数：令和５年度 ９件、令和６年度 66件、令和７年度 97件
合 併 件 数：令和５年258件、令和６年237件、令和７年219件
任意解散件数：令和５年102件、令和６年95件、令和７年125件 13 



不活動宗教法人対策推進事業・法人格不正利用対策事業（R8予算）

14



宗教法人格の不正利用の実態把握事業（R7補正予算）

15 



《目的》
〇 宗教法人制度は、宗教活動の自由を最大限に保証するため、必要最小限の規制しかしておらず、各宗教法人の自主的、自律的
運営に委ねている面が多い一方で、宗教法人格の不正利用を放置することは、宗教法人制度そのものに対する国民の信頼を損ねる
ことにつながる恐れがある。

〇 FATFにおいても、宗教法人については活動しているかどうかだけでしかモニタリングできていないとの評価を受けるなど、対
策の改善が求められている。

〇 そのため、国として本事業を通じ、宗教法人格の不正利用対策に向けた検討を進めるとともに、宗教関係者の協力も得ながら、
法令等に従った適正な管理運営の徹底を図ることで、引き続き、社会からの信頼を獲得していくことが必要である。

宗教法人格の不正利用に関する実態把握調査

《実態把握調査内容》※委託事業者（産経新聞社）が実施
①宗教法人格の不正利用に関する情報提供・相談窓口の開設（４月より実施 ※相談窓口は夏頃開設予定）

②宗教法人格の不正利用に関するアンケート調査（4月より実施）
総宗教法人数の１割程度に当たる約18,000法人（単立宗教法人はすべて、被包括宗教法人については抽出）を対象に、宗教法人
の売買に関するアンケート調査を実施。
【主な質問項目例】
・宗教法人格が売買されていることを聞いたことがあるか
・宗教法人格の売買の働きかけを受けたことがあるか、または周りで宗教法人格の売買の働きかけを
受けたと聞いたことがあるか

・信徒、檀家等の信者以外の第三者から、宗教法人の運営支援に関する協力や働きかけを受けたことがあるか、
または周りでそのような協力や働きかけを受けたと聞いたことがあるか 等

③宗教法人格の不正利用に関する事例調査（5月以降、順次実施予定）
30法人程度を対象に、ヒアリング（聞き取り）調査を実施。
【調査対象例】過去５年以内に、以下の要件等に該当する宗教法人から抽出することを予定。
・代表役員と同時に責任役員が全員変更となった宗教法人
・宗教法人の事務所や境内建物の所在地から遠い住所の代表役員に変更となった宗教法人
・包括・被包括関係を廃止（包括宗教法人から離脱）した単立宗教法人
・不活動宗教法人であって、規則の開示請求があった宗教法人

④国内外の事業者等を対象とした事例調査（インターネット上の調査）（4月より実施） 16 



宗教法人格の売買に類似した取引への対策

17

《問題の概要》
文化庁として、各都道府県とも連携しながら、不活動宗教法人対策や宗教法人格の不正利用の危険性の周知・広報

の取組を徹底してきているが、依然として、宗教法人の売買に類似する取引が行われているとする報道や、当該宗教
法人の売買に類似する取引を呼びかけるインターネット上の仲介サイトが存在していることなどから、宗教法人格の
不正利用の問題については、未だ社会から十分に認知されているとは言えない状況。

各種団体・事業者向けに宗教法人格の売買に類似した取引による違法行為の助長防止
に係る周知及び注意喚起に係る協力依頼を発出
《発出先》
〇 通信事業者（違法情報等対応連絡会の構成員である電気通信事業者関連４団体）（令和５年10月18日）
電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟

〇 士業関係者（令和７年８月28日）
日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本行政書士会連合会、日本税理士会連合会

〇 Ｍ&Ａ支援事業者（令和７年11月19日）
Ｍ&Ａ支援機関協会・Ｍ&Ａファイナンシャルアドバイザー協会

〇 宅地建物取引業者（令和８年３月11日）
全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産協会、不動産流通経営協会、全国住宅産業協会、
不動産流通推進センター

《主な周知及び協力依頼内容》
〇 宗教法人法は、宗教法人の売買に類似した取引により第三者が法人格を取得し、宗教活動以外の目的で法人格を
利用する事態を想定しておらず、そのような取引は、法人格を悪用した違法な行為を助長するおそれがあること。

〇 宗教法人法の趣旨を踏まえ、宗教法人の売買に類似した取引を呼びかける行為を行わないようにすること。
  また、サイト利用者への注意喚起を行うこと。
〇 宗教法人格の不正な取引の調査のため、捜査機関や裁判所等からの法的な要求があった場合には、適切に対応
  すること。※秘密保持義務を負う弁護士を除く



財務省 国際局 資金移転対策室

2026年4月27日（月）

FATF（金融活動作業部会）と
マネー・ローンダリング、
テロ資金供与、拡散金融対策

資料４

長方形
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○マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策のための国際基準の策定・履行を担う
多国間の枠組み。

○国際基準の履行を担保するため、加盟国間で相互審査を実施。
○38か国・地域及び2地域機関が加盟。

FATF

金融活動作業部会（FATF：Financial Action Task Force）

（FATF加盟国一覧）

アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、イスラエル、イタリア
インド、インドネシア、英国、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、
ギリシャ、豪州、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、
スペイン、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、
ノルウェー、フィンランド、ブラジル、フランス、米国、ベルギー、
ポルトガル、香港、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、ルクセンブルク、
ロシア、欧州委員会（EC）、湾岸協力理事会（GCC）



2

マネロンとは？

マネー・ローンダリング（Money Laundering：資金
洗浄）の略称。
マネロンとは一般に、犯罪によって得られた収益を、他
人名義の口座へ振込入金することや、偽名を使用して
盗品等を売却すること等で、その出所や真の所有者が
分からないようにして、捜査機関による収益の発見や
検挙を逃れようとする行為をいう。

テロ行為の実行資金、テロ組織の活動資金等の
ために、資金や場所等を収集・提供等する行為の
ことをいう。

テロ資金供与とは？

拡散金融とは?

大量破壊兵器（核・化学・生物兵器）等の開発、保有、輸
出等に関与するとして資産凍結等措置の対象となって
いる者に、資金または金融サービスの提供をする行為
のことをいう。

マネロン・テロ資金供与・拡散金融とは
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 NPOセクターは社会において重要な役割を果たしており、紛争地域や貧困等
の問題を抱える人々に支援を提供。

 しかし、慈善活動に関する資金調達はテロ組織の資金調達の隠れ蓑として利
用されたケースもある。

FATFが求めているNPOのテロ資金供与への悪用防止

FATFでのNPOの定義

慈善、宗教、文化、教育、社会、友愛などの目的のために、又はその他の種類の善行を

行うために主に資金を供与又は分配することを目的とした法人、法的取極又は団体

所管省庁根拠法令法人種別

内閣府（共助社会づくり推進担当)特定非営利活動推進法特定非営利活動法
人

①

内閣府（公益法人行政担当室）公益認定法公益法人②

厚労省（福祉基盤課）社会福祉法社会福祉法人③

厚労省（医療法人支援室）医療法医療法人④

文科省（高等教育局私学部私学行
政課）

私立学校法学校法人⑤

文化庁（宗務課）宗教法人法宗教法人⑥
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非営利団体

 各国は、FATFが定義するNPOに該当する団体を特定し、その
テロ資金供与リスクを評価すべきである。

 各国は、リスクベース・アプローチに沿って、NPOの合法的な活
動を必要以上に妨げ、又は意欲を削ぐことなく、対象を絞った、
比例的かつリスクベース措置を整備すべきである。

 この措置の目的は、次を含め、こうしたNPOをテロ資金供与に
よる悪用から守ることである。

(a)テロ組織が合法的な団体になりすますこと

(b)資産凍結措置を免れるためなど、合法的な団体をテロ資金

供与の媒介経路として悪用すること

(c)合法目的の資金を内密にテロ組織に流用する行為を秘匿し、不

明確化すること

FATF勧告８部分
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評価内容評価内容評価内容

LC義務の不履行に対する制裁措置35LC
金融機関・グループにおける内部管理
方針の整備義務、海外支店・現法への
勧告の適用

18LC
リスク評価とリスクベース・アプロー
チ

1

LC国連諸文書の批准36LC
勧告履行に問題がある国・地域への
対応

19PC国内関係当局間の協力2

LC法律上の相互援助、国際協力37LC
金融機関における資金洗浄・テロ資
金供与に関する疑わしい取引の届出

20LC資金洗浄の犯罪化3

LC法律上の相互援助：凍結及び没収38C内報禁止及び届出者の保護義務21LC犯罪収益の没収・保全措置4

LC犯人引渡39PCDNFBPsにおける顧客管理22PCテロ資金供与の犯罪化5

LC国際協力（外国当局との情報交換）40PC
DNFBPsによる疑わしい取引の報
告義務

23PCテロリストの資産凍結6

PC法人の実質的支配者24PC
大量破壊兵器の拡散に関与する者
への金融制裁

7

凡例（評価欄）PC法的取極の実質的支配者25NC非営利団体（NPO）の悪用防止8

Compliant（適合）LC金融機関に対する監督義務26C
金融機関秘密法が勧告実施の障害
となることの防止

9

Largely-Compliant（概ね適合）LC監督当局の権限の確保27LC顧客管理10

Partially-Compliant
（一部適合）

PCDNFBPsに対する監督義務28LC本人確認・取引記録の保存義務11

Non-Compliant（不適合）CFIUの設置義務29PCPEP（重要な公的地位を有する者）12

C資金洗浄・テロ資金供与の捜査30LCコルレス銀行業務13

LC捜査関係等資料の入手義務31LC送金サービス提供者の規制14

LC
キャッシュ・クーリエ（現金運搬者）へ
の対応

32LC新技術の悪用防止15

LC包括的統計の整備33LC
電信送金（送金人・受取人情報の通
知義務）

16

LCガイドラインの策定義務34N/A顧客管理措置の第三者依存17

2021年第４次対日相互審査の当初の結果（法令等の整備状況：TC）
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第4次相互審査におけるNPO関連部分の主な指摘事項

 NPOについてのリスク評価がされていない。

 NPOへのリスクベースのモニタリングの仕組みが存在しない。

 所管省庁と都道府県の情報共有体制の構築ができていない。

 NPO団体へのアウトリーチの体制等が不十分。
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【ご参考】NPO向けの広報

【非営利活動を行う団体の皆様へ】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/202504_NPO_CTF.pdf
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（出所）財務省HP「教えて！マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」
日本語サイト：https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/1.index.html
英語サイト：https://www.mof.go.jp/english/policy/international_policy/amlcftcpf/2.measures.html

• 第4次対日相互審査報告書（和訳あり）
• 対日相互審査フォローアップ報告書（和訳あり）
• 用語解説
• 関係業界のワンストップリンク先
• HPの英語版の開設

日本語版 英語版

【ご参考】マネロン等対策の参考となる財務省ウェブサイト
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2021年
第4次対日相互審査報告書

2022年
第1回フォローアップ報告書

2023年
第2回フォローアップ報告書

（出所）財務省HP「教えて！マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」（参考１）、（参考２）
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/3.efforts.html#sec01

2024年
第３回フォローアップ報告書

【ご参考】マネロン等対策の参考となる財務省ウェブサイト



福岡県
不活動宗教法人対策について

宗教法人格の不正利用対策に係る検討会議（第１回）

議事（２）
行政機関及び日本宗教連盟における取組状況の説明

令和８年４月２７日

資料５

長方形
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不活動宗教法人対策マニュアル （改訂）

《マニュアルの目的・趣旨 》
不活動宗教法人については、これを放置した場合、第三者により法人格が不正に取得され、脱税や
営利目的の行為に悪用される等の問題につながるおそれがあることから、各所轄庁の責務として、
不活動宗教法人の実態を把握し、速やかに整理を進めることが求められている。

《予防的措置》
不活動宗教法人に陥らないように以下の２点を実施
①事務所備付け書類提出の徹底
提出がなされない場合、督促を行う。それでも未提出の場合、過料手続
きを実施。
②早期の対応促進
不活動が疑われる宗教法人の実態を早期把握。代表役員等が不明など、
法人としての意思決定が困難となる前に、代表役員・責任役員及びその
他議決機関の選任手続きなどの早期の対応を促していく。

《判断基準と事実確認》
・不活動宗教法人の迅速な判断等、以下の２点を実施。
①令和5年基準に基づいた判断
令和5年基準を踏まえ、連絡が通じない法人や備付け書類２年連続で未
提出等一定の要件を満たした法人については、不活動宗教法人に当たる
と判断。
②解散命令事由の事実確認と請求
不活動宗教法人と判断した法人が、解散命令事由に当たるか事実関係を
確認。活動確認できたものは、除外。解散命令事由に当たると判断した
ものは、解散命令の請求を行う。

《令和５年基準》
不活動宗教法人の判断

に関する基準
令和５年３月３１日
文化庁宗務課長通知

〇法人からの申し出
・代表役員死亡
・境内建物の滅失
・活動終了の決定

〇備付け書類の提出の
督促状が不達・返送、
電話連絡が不通

〇備付け書類の未提出
（2年以上）



２

調査結果
A 確認事項①～④を満たす
B1 代表役員の存否を示す公的資料が取得できていない
B2 関係者の意向が確認できていない
B3 残置財産の整理方針が未決定（所在地の未特定含む）

確認事項 実態調査内容
①礼拝施設の滅失等、宗教活動の形跡がないか 登記簿、現地確認
②代表役員の存否を特定できているか 住民票、戸籍
③代表役員の関係者の意向が確認できるか 関係者へのヒアリング
④残置財産の整理方針が決定しているか 地域住民等へのヒアリング

福岡県における不活動宗教法人対策の取組

番号 宗教法人名 包括団体 調査結果
① 福岡県○○○教会 ○○○○教会 A
② 福岡県派■■■寺 ■■■■寺 B1・B3
③ 福岡県立△△△神社 △△△△神社 B2・B3



代表者の戸籍の取得

⃝ 宗教法人法では、「解散した宗教法人の残余財産の処分は、規則で定めるところによる」、「規則に別
  段の定めがないときは、他の宗教団体（包括宗教法人含む）又は公益事業のために処分する旨決

     議することもできる」とされている。
⃝ 相当の努力を果たしてもなお処分できない残余財産を国庫帰属させることも可能であるが、政教分

  離の関係から祭祀財産は国庫帰属しないことに留意が必要。
⃝ 礼拝施設が残っているが解体費用の捻出が困難、清算手続きが難航することが予想されるため解散命

  令申立に着手できない。

残余財産の処分

⃝ 宗教法人法81条では、解散命令の要件として「一年以上にわたって代表役員及びその代務者を欠
いていること」と規定。

⃝ 市町村に除籍の取得をしようとする場合、代表役員の本籍地と筆頭者の情報が必要。県で把握して
いる代表役員の住所、氏名が、本籍地や筆頭者の情報と異なる場合は追跡が困難。

⃝ 代表役員が死後一定期間経過している場合、除票の請求を行っても市町村によっては保存期間を
過ぎており除票が取得できない。

解散命令申立までの問題点

３



解散に伴う公告回数の削減

⃝  宗教法人は、宗教活動のほかに宗教法人法第６条において公益事業を行うことができ、同事業に関
     し、税制優遇が認められている。
⃝  不活動状態にある宗教法人は、第三者に法人格を悪用されるなど様々な問題が生じる可能性がある

  ため、法人格の整理が必要であるが、法人関係者が存在しない場合などは、対策を進めることが困難
     な状況にある。
⃝  特定非営利活動法人は、事業報告書を３年以上提出しない場合、認証が取り消され、また、一般社

  団(財団)法人、公益社団(財団)法人、株式会社等は、一定期間役員変更等の登記がない場合、
  解散したものとみなされる。

⃝ 不活動宗教法人の整理が促進されるよう、一定期間不活動状態が継続した場合には、解散したもの
  とみなす制度導入が必要。

みなし解散制度の導入

⃝ 近年、高齢化や後継者不足により不活動状態になる宗教法人が増加しており、法人格の整理が課
題となっている。
宗教法人の解散に伴う清算手続きは、宗教法人法第４９条の３により、少なくとも３回の公告が

  必要とされている。
⃝ 解散を要する法人の多くは、資力に乏しく１回あたり約３万円の公告を３回行うことが大きな負担と
     なり、法人格の整理に支障をきたしている。
⃝ 一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人等は、法改

 正により、「少なくとも三回」の規定が削除され、１回の公告で解散が可能となっており、宗教法人も同
 様の規定に見直すべきである。

提案事項

４



公益財団法人日本宗教連盟の取組

令和8年4月27日
（公財）日本宗教連盟理事宍野史生

令和８年度不活動宗教法人対策推進事業

事業名
不活動宗教法人対策事業

（調査研究と情報収集・情報発信）

資料６

長方形



事業概要
（１）趣旨・目的
近年、地域の過疎化、少子高齢化といった社会情勢

の変化は、宗教活動に深刻な影響を及ぼしている。
とりわけ後継者不在や信者等の減少により、
事実上宗教活動を停止している「不活動宗教法人」の
増加は顕著であり、こうした法人の放置は、単なる
管理不全に留まらず、宗教活動を目的としない第三者
（反社会的勢力等）による法人格の不正取得や、脱税、
マネー・ローンダリング等の違法行為の温床となる
リスクを孕んでおり、宗教法人制度の公信力を
根底から揺るがす喫緊の課題となっている。

1



特に、包括関係を解消し単立化した法人は、
包括宗教法人による指導・監督の目が届かなくなる
ため、法人格の売買や乗っ取りの標的になりやすい。
こうした実態を放置することは、地域の安全を
脅かすのみならず、国民の宗教に対する信頼や
信仰心を喪失させることにも繋がりかねない。

そこで、日本の主要な宗教団体を網羅するナショ
ナルセンターである公益財団法人日本宗教連盟は、
協賛５団体（教派神道連合会、全日本仏教会、
日本キリスト教連合会、神社本庁、新日本宗教団体
連合会）と緊密に連携し、宗教界自らによる
自律的な不活動宗教法人対策の取り組みを
強化・推進する。

2



（２）主な事業内容

① 不活動宗教法人に関する調査
現地調査等による実態把握・分析と所轄庁との
情報共有化による対策の推進

② 宗教法人を対象とした相談窓口の設置
相談窓口を通じた情報収集と個別案件への
法的・実務的支援

③ 不活動宗教法人対策に関する情報発信・広報
成果報告会の開催等（関東・関西の２会場）

3



https://fukatsudou.org/

公益財団法人日本宗教連盟 特設サイト 不活動宗教法人対策窓口

4



宗教法人格の不正利用対策に係る主な検討事項（案） 

本検討会では、宗教法人制度が憲法の規定する信教の自由を保障

するため、各宗教法人の自主的 ・自律的運営に委ねることを基本とし、

必要最小限の規正とする仕組みとしていることを前提に、宗教法人

格の不正利用を防止するに当たっての宗教法人向けリーフレットや

所轄庁向けガイドラインの作成に向け、以下の検討事項に係る課題

や論点、対応方策についての整理を行う。 

（１） 所轄庁による実態把握について

→ 例えば、不正利用の未然防止のため、どのような把握の視点、

工夫、方法等が考えられるか。

（２） 不正利用を助長しない環境整備について

→ 例えば、仲介業者等が、安易に宗教法人格の売買をできない

ようにするため、どのような方策が考えられるか。

（３） 円滑な解散命令請求の実施について

→ 例えば、所轄庁の事務負担を軽減するため、どのような国の

支援が考えられるか。

（４） 所轄庁と関係行政機関との連携の在り方について

→ 例えば、所轄庁が把握した不正利用の可能性のある法人情報

を有効活用するため、関係行政機関への情報提供について、ど

のような枠組が考えられるか。

（５） 普及啓発の在り方について

→ 例えば、法人関係者や各種行政手続の支援業務に係る関係者

に対する効果的な周知や注意喚起について、どのような方法等

が考えられるか。

資料７

長方形


	議事次第
	資料１
	資料２
	資料３
	資料４
	資料５
	資料６
	資料７



